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質 問 事 項 回 答

　内装板がある箇所は、内装板を外さずに点検する想
定でよろしいですか。

　内装板のある箇所は、内装板を外さずに点検を実施
していただきます。なお、点検結果等により内装板の
裏面で異常が疑われる場合は、内装板の一部を取り外
し点検の実施が考えられますが、発注者と協議事項と
なります。

　シェッド、大型カルバート等定期点検要領は過年度
の要領と大きく変わっていますが、調書書式を最新要
領に合わせる想定でしょうか。

　調書書式は、最新の要領に合わせてください。


